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令和４年２月14日 
記者発表資料 

 

令和３年度２月補正予算案（その３）の概要 
 

新型コロナウイルス感染症に関するまん延防止等重点措置の期間延長を踏まえ、県からの要
請に応じた事業者に対し「協力金」を交付するため、補正予算措置を講ずる。 

 

１ 歳入・歳出補正予算案の概要 

 (1) 会計別予算額 
 

 

 

 

 

 

 

 (2) 一般会計の財源内訳  

 

 

 

 

 
※ 国庫支出金は、全て新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

  (注) 計数は、小数点第２位未満切り捨てのため、符合しないことがある。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：億円) 

※ 

 

(単位：億円、％) 

 

一 般 会 計 29,718.08     359.85        30,077.93     116.9       

特 別 会 計 21,652.67     －            21,652.67     102.1       

企 業 会 計 1,482.80      －            1,482.80      99.5        

計 52,853.56     359.85        53,213.42     109.9       

２月補正その３会 計 別
前 回 ま で の
累 計 額

　 （参考）
 ３年度２現/
 ２年度２現

２ 月 現 計
予 算 額

国 庫 支 出 金 9,014.68          359.85          9,374.53          

そ の 他 20,703.39         －              20,703.39         

計 29,718.08         359.85          30,077.93         

２月補正その３
２ 月 現 計
予 算 額

款 別
前 回 ま で の
累 計 額
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２ 補正予算案の内容 

○ 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(飲食店等向け・第 17弾) 359 億 8,560万円 

県からの要請に応じた飲食店等に対して、協力金を支払う。 

＜営業時間の短縮要請の期間等＞ 

区  域 県全域 

要請期間 令和４年２月 14日から３月６日まで 

協 力 金 

申請受付 

開始時期 

要請期間終了後を予定 
※先行交付は実施しない 

対 象 者 

食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた飲食店等 
※いわゆる飲食店のほか、バー・キャバレー等も含む 
※マスク飲食実施店認証店は、入店人数の制限（１テーブル４人以内）が交付要件 

ただし、披露宴会場など（慶弔行事に使用する場合）は、対象者に対する全員検査を当日
中に行い陰性が確認できた場合、１テーブル当たりの人数制限なし（検査対象となるのは
「５人以上で座るテーブルの方（全員）」のみ） 

※非認証店は、入店人数の制限（１テーブル４人以内）、「感染防止対策取組書」等の掲示
及びマスク飲食の推奨が交付要件 

※要請内容に応じてないことが判明した場合、協力金は交付しない 

事業所数 40,000事業所 
  

  マスク飲食実施店認証店 

※要請Ａか要請Ｂのいずれかを選択可能 
非認証店 

要請Ａ 要請Ｂ 要請Ｃ 

営業時間 ５時から 21 時まで ５時から 20 時まで ５時から 20 時まで 

酒  類 

提供時間 

11 時から 20時 30分まで 終日停止 

（酒類の店内持込を含む） 

終日停止 

（酒類の店内持込を含む） 

交付金額 
(1日･1店舗) 

＜中小企業＞ 

・売上高方式 

過去(※1)の売上高×0.3 

 下限：2.5 万円 

 上限：7.5 万円 
 

＜大企業(※2)＞ 

・売上高減少額方式 

過去(※1)の売上高減少額 

×0.4 

 下限：なし 

 上限：20万円又は過去

(※1)の売上高×0.3のい

ずれか低い方 

＜中小企業＞ 

・売上高方式 

過去(※1)の売上高×0.4 

 下限：３万円 

 上限：10万円 
 

＜大企業(※2)＞ 

・売上高減少額方式 

過去(※1)の売上高減少額 

×0.4 

 下限：なし 

 上限：20万円  

 

＜中小企業＞ 

・売上高方式 

過去(※1)の売上高×0.4 

 下限：３万円 

 上限：10万円 
 

＜大企業(※2)＞ 

・売上高減少額方式 

過去(※1)の売上高減少額 

×0.4 

 下限：なし 

 上限：20万円 

備  考 
・要請期間の途中で、応じる要請内容を変更した場合

は、全期間、要請Ａの金額を交付 
 

※１ 2019年から 2021 年のいずれかを選択 

※２ 交付金額は、大企業の方式を中小企業も選択可 

 [産業労働局中小企業部事業者支援企画担当課長 電話  045-285-0649] 

問合せ先  

神奈川県総務局財政部財政課 
課長               三澤  電話 045-210-2250 

課長代理（予算調整担当） 市川  電話 045-210-2252 
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